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「社会保障法」
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月
曜
日
６
限
の
比
較
的
遅
い
授
業
で
、

出
席
を
取
ら
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
多
摩

キ
ャ
ン
パ
ス
６
号
館
６
１
０
４
教
室
は
多

く
の
受
講
生
が
、
山
田
先
生
を
待
ち
う
け

て
い
た
。

　

こ
の
日
の
講
義
は
、「
離
婚
の
年
金
分

割
」
が
テ
ー
マ
。
最
近
、
熟
年
者
の
離
婚

が
急
増
し
て
い
る
と
い
う
。
学
生
に
は
、

今
は
ピ
ン
と
来
な
い
が
、
ニ
ュ
ー
ス
で
も

よ
く
耳
に
す
る
。

　

山
田
先
生
は
、「『
ぬ
れ
落
ち
葉
』
と
い

う
言
葉
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
と
切
り
出

し
た
。
教
室
か
ら
は
、反
応
が
な
い
。『
ぬ

れ
落
ち
葉
』
と
は
、
仕
事
一
筋
で
き
た
夫

が
、
定
年
し
た
後
、
趣
味
も
無
く
、
家
事

を
し
て
い
る
妻
に
、
ぬ
れ
落
ち
葉
の
よ
う

に
ま
と
わ
り
つ
く
、
と
い
う
造
語
だ
。
目

的
も
、
や
る
こ
と
も
な
く
し
て
、
ボ
ー
と

し
て
い
る
定
年
後
の
夫
を
揶
揄
し
た
言
葉

で
、
教
室
か
ら
は
笑
い
が
お
き
た
。

《
や
ま
だ
・
し
ょ
う
ぞ
う　

社
会
保
障

法
、
労
働
法
専
攻
。
中
央
大
学
法
科
大

学
院
（
中
央
大
学
大
学
院
法
務
研
究

科
）
教
授
、
弁
護
士
。
著
書
は
「
社
会

保
障
法
解
体
法
新
書
」（
法
律
文
化
社
、

２
０
０
４
年
）、「
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
演
習

労
働
法
」（
法
学
書
院
、
２
０
０
７
年
）、

現
代
雇
用
法
（
信
山
社
、２
０
０
７
年
）、

「
社
会
保
障
法
の
プ
ロ
プ
レ
マ
テ
ィ
ー

ク
」（
法
律
文
化
社
、
２
０
０
８
年
）

な
ど
》

表
、
図
の
資
料
が
豊
富
な
レ
ジ
ュ
メ

　

山
田
先
生
の
講
義
で
は
、
レ
ジ
ュ
メ
を

学
生
が
読
む
な
ど
、
教
室
全
体
に
一
体
感

の
あ
る
授
業
が
特
徴
だ
。
授
業
は
、
前
回

の
レ
ジ
ュ
メ
が
２
つ
、
こ
の
日
配
ら
れ
た

レ
ジ
ュ
メ
が
３
つ
の
計
５
つ
の
資
料
を
も

と
に
進
め
ら
れ
る
。
ど
の
レ
ジ
ュ
メ
も
事

例
や
、
表
、
図
が
記
載
さ
れ
、
丁
寧
で
分

か
り
や
す
い
。
社
会
保
障
法
の
試
験
で
は
、

レ
ジ
ュ
メ
、
自
筆
ノ
ー
ト
の
持
ち
込
み
が

可
能
な
の
で
、
授
業
で
配
布
さ
れ
る
レ

ジ
ュ
メ
が
テ
ス
ト
の
重
要
な
鍵
に
な
る
。

　

以
下
は
講
義
の
内
容
だ
。

　

離
婚
し
た
場
合
、
年
金
を
分
割
で
き
る

２
つ
の
制
度
が
07
年
と
08
年
に
始
ま
っ
た
。

ま
ず
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
、「
任
意
分
割
」。

07
年
４
月
以
降
に
離
婚
し
た
場
合
、
合
意

す
れ
ば
、
別
れ
る
ま
で
の
全
結
婚
期
間
に

つ
い
て
夫
（
妻
）
の
厚
生
年
金
や
共
済
年

金
を
相
手
に
分
割
で
き
る
。
肩
働
き
で
も

共
働
き
で
も
、
半
物
ず
つ
に
分
け
る
。

　

一
方
、
08
年
４
月
以
降
に
離
婚
し
た
場

合
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
専
業
主
婦
（
夫
）

の
夫
婦
に
限
り
、「
強
制
分
割
」
制
度
の

対
象
に
な
っ
た
。
08
年
４
月
か
ら
離
婚
ま

で
の
期
間
は
、
年
金
が
自
動
的
に
折
半
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　

た
だ
、
山
田
先
生
は
、「
今
す
ぐ
離
婚

す
る
の
は
得
で
は
な
い
。
離
婚
を
す
る
場

合
、
年
金
の
取
り
分
な
ど
真
剣
に
考
え
る

必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、「
奥

さ
ん
の
社
会
的
自
立
は
、
旦
那
の
家
庭
的

自
立
に
つ
な
が
る
。
女
性
が
働
き
か
け
る

状
況
を
つ
け
る
こ
と
が
大
事
」
と
強
調
し

た
。

社
会
保
障
は
外
国
人
に
も
!?

 

こ
こ
で
、
山
田
先
生
が
学
生
に
社
会
保

障
に
関
し
て
質
問
し
た
。
日
本
に
居
住
す

る
Ａ
国
の
国
民
が
保
障
さ
れ
、
Ｂ
国
の
国

民
が
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
日
本

国
憲
法
14
条
「
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下

「
離
婚
の
年
金
分
割
」を
分
か
り
易
く
、丁
寧
に

『
ぬ
れ
落
ち
葉
』の
説
明
に
、学
生
か
ら
苦
笑
も
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に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、

社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、

経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差

別
さ
れ
な
い
」
に
違
反
す
る
か―

と
。

　

憲
法
で
は
、
日
本
国
民
と
外
国
人
の
比

較
は
学
ん
だ
が
、
外
国
人
同
士
の
比
較
は

学
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
、
学
生
は
悩
ん

だ
。

　

社
会
保
障
は
、
ま
ず
は
自
国
の
国
民
に

対
す
る
平
等
が
目
的
と
さ
れ
、
外
国
人
は

保
障
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
税
金
の
問

題
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
外
国
人
の

実
際
の
生
活
実
態
に
着

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

憲
法
が
自
国
の
国
民
以

外
の
外
国
人
を
保
障
す

る
必
要
が
あ
る
か
は
論

争
に
な
っ
て
い
る
。

　

山
田
先
生
は
、
質
問

を
学
生
に
当
て
な
が
ら

授
業
を
行
う
の
で
、
次

第
に
考
え
る
癖
が
身
に

着
く
。
決
し
て
一
方
通

行
の
授
業
で
は
な
い
。

頭
を
使
わ
な
く
て
な
ら

な
い
の
だ
。

　

最
後
に
、
日
本
国
民

が
国
境
の
な
い
国
の
首

都
で
、
交
通
事
故
で
撥

ね
ら
れ
た
場
合
の
保
障
の
問
題
は
ど
う
な

る
か
と
、
先
生
が
問
い
か
け
た
。
国
交
の

あ
る
国
同
士
で
は
、
相
互
主
義
を
容
認
し

て
い
る
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
と
は
国
交
が

無
い
の
で
保
障
は
難
し
い
、
そ
う
だ
。

　

温
厚
な
山
田
先
生
の
「
そ
う
で
す
よ
ね
。

あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
ね
。
ね
。」
の
口
調

に
乗
せ
ら
れ
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
説
明
を

ノ
ー
ト
に
書
き
な
ぐ
っ
て
い
る
う
ち
に
、

90
分
の
授
業
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て

し
ま
っ
た
。

（
学
生
記
者　

梶
原
麗
奈
＝
法
学
部
３
年
） 教室はほぼ満席
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